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1.　はじめに
　三陸沿岸における水産業クラスターの東日本大
震災からの復興過程やその将来像を考える上で、
消費者動向の変化や販路開拓の可能性、競合的な
他産地の動向、クラスター内の経済主体の利害関
係、さらには産業構造・業態の変化や漁業技術の
進歩など、さまざまなリスク（不確実性）が存在
することに注意する必要がある。本稿の目的は、
このようなリスクを経済学における知見を用いて
明確化・分析するとともに、シナリオ・プランニ
ングによる分析を行うことで三陸沿岸の水産業の
将来を予測し、それに対する政策的含意を示すこ
とにある。
　本稿の貢献の一つは、上記のリスク要因を個別
に分析するに留まらず、複数のリスク要因を同時
に分析できる枠組みを提案したことである。先行
研究では、複数のリスク要因のうち単一あるいは
少数のみを対象に分析を行う場合が多い。たとえ
ば、水産業の産業としての収益性・持続性をリス

ク要因とする研究と地域社会の基盤としての側面
をリスク要因とする研究がそれぞれ存在する。ま
たそれらの研究では、どのリスク要因に焦点を当
てるかに応じて、結論としての政策的処方箋も大
きく異なっている。一方、本稿では、複数のリス
ク要因を同時に分析し、先行研究における結論の
違いは将来のリスク要因の実現値の違い（シナリ
オの違い）である可能性を示した。東日本大震災
からの復興過程においては、さまざまなリスク要
因が複雑に絡み合い、状況が流動的に変化するた
め、このような幅広い将来予想を可能にする枠組
みを考慮することは重要だと考えられる。
　以下に本稿の構成を示す。まず、第 2 節ではリ
スクという用語を正確に定義する。第 3 節では水
産業クラスター再生に関する外部要因リスクの整
理を、第 4 節では同じく戦略的リスクの整理を行
う。第 5 節ではシナリオ・プランニングによりこ
れらのリスクを 4 類型に分類し、それらの類型に
おける政策的含意を述べる。第 6 節では結論を述
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べる。

2.　リスクとは
　リスクおよび不確実性とは、将来の不確実な状
況を表す。経済学では、特に不確実さを定量化で
きる（数学的確率が推測できる）状況をリスク、
定量化できない状況を不確実性と区別することも
ある（図 1）。シナリオ・プランニングの解説論
文である角和 （2005b）では同様の状況をそれぞ
れ「不確実性が高い要素」と「ある程度確からし
い要素」として区別している。東日本大震災の影
響の大きさを鑑みると、本稿の対象である三陸沿
岸の水産業クラスターの復興過程には前例がない
取り組みを必要とする場面も多いと考えられ、不
確実な状況のほとんどは確率を用いて表現するこ
とが困難な「不確実性」だと考えられる。しかし、
以前に同様の取り組みが行われている場合はそう
でない場合より将来の不確実さを定量化しやす
いと考えられるため、このような区別は、単なる
理論上の区別としてだけではなく、水産業クラス
ターの再生過程を分析する上でも重要だと考えら
れる。一方、「リスク」という用語は（確率で表
されるかどうかにかかわらず）一般に将来の不確
実な状況を指すことも多いため、本稿では、特に
断り書きがない限り「リスク」と「不確実性」の
区別は行わず、将来の不確実な状況をともに「リ
スク」と表記する。
　また、このようなリスクには自然災害や景気動
向など分析対象の経済主体がコントロールするこ
とができない外部要因により生じるもの（外部要
因リスク）と経済主体内外の戦略的相互依存性に
よって生じるもの（戦略的リスク）の 2 種類があ
る。後者の例としては、他者の協力がなければ事
業が実行できず、協力が見込めない場合は最初か
ら事業実施を諦めるというようなものが挙げられ
る。また、前者に関しては統計分析や前例からの
類推による分析が、後者に関してはゲーム理論な
どを用いて戦略的相互依存性に着目した分析が行
われる。このような区別も以下の 2 つの理由で重
要である。第一に、戦略的リスクは、直接定量化
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図 1　リスクの分類（出典：筆者作成）

できなくても、産業組織論（ゲーム理論）や競争
戦略論などの知見を用いて定性的に分析できる可
能性がある。第二に、戦略的相互依存性の下では、
政府やほかの経済主体が競争環境（ゲーム）を変
えることで社会にとってより望ましい状態を実現
することができるため、各経済主体がより能動的
に環境を変えることの重要性が示唆される。した
がって、本稿では外部要因リスクと戦略的リスク
の双方に着目して水産業クラスター再生の分析を
行う。

3.　水産業クラスター再生に関する外部要因
リスク

　本節では、水産業クラスター再生に関する外部
要因リスクを検討する。なお、先行研究では、水
産業における生産者の呼称として、漁業従事者と
いう意味で「漁業者」、主に家族単位での意思決
定に着目した「漁家」、より一般的な生産単位を
表す「経営体」などの用語が状況に合わせて使わ
れている。また、これらの生産者が設立した協同
組合として「漁業協同組合（漁協）」が施設の共
同利用や生産事業の実施を通じて実質的に生産者
として意思決定を行っている場合もある。これら
の経済主体の規模はさまざまであり、これらが並
存しながら複雑な過程を経て意思決定を行う場合
もある。また、地域や漁法などによっても実情が

統計分析・類推に
よる分析
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大きく異なるため、全てを一律に議論することは
困難である（濱田 , 2014）。しかし、本稿の主眼
は個々の地域の実情を詳細に描写することよりそ
れらの共通点を明らかにすることであり、このよ
うなアプローチを採用することで経済学の知見を
より有効に活用することが可能となるため、以下
の第 3 節・第 4 節では、一つの意思決定単位とし
て生産を行う主体を「生産者」と統一的に表記す
ることにする。したがって、個別の具体的事例を
考慮する際は、「生産者」が具体的にどの経済主
体に対応するかについて留意が必要である。

3.1.　生産設備の復旧
　水産庁 （2014）によると、岩手県の主要な漁港
の水揚げ量は 2014 年 10 月において重量ベースで
震災前年比の 72％、金額ベースで 88％という水
準になっている。また、漁船数は岩手・宮城・福
島三県で同じく震災前年比の 89％の水準まで復
旧・回復している。さらに、同年における岩手県
における（部分的に機能が回復した場合を含む）
陸揚げ可能な漁港の割合は震災前の 92％、復旧
した産地市場の割合は 100％、水産加工施設は
87％とされている。水産庁では、引き続きこれら
の指標を震災前の水準に近づけるとしており、こ
れらの数値を見る限り、着実に生産設備の復旧が
進んでいるようにも見える。一方で、これらの数
値はあくまでも稼動可能になった設備の割合を指
し示しており、これらが実際にどのように活用さ
れているのか・されるべきかについては別途議論
する必要がある。また、小型漁船漁業の主体をな
す3～10トン程度の漁船の復旧率が低いことや、
地域によって漁港や水産加工場の復旧の度合いに
差があることなども指摘されており（宮田ほか , 
2014）、これらの数値に表れない生産設備の復旧
リスクがあることには留意が必要である。

3.2.　消費者動向
　上述した主要な漁港の水揚げ量の変化を分析す
るためには、消費者の嗜好を理解することは重要
である。したがって、本節では、大石 （2012）で

紹介されている「宮城県産の養殖ギンザケを使っ
た塩サケに関するアンケート調査」の結果をふま
え、消費者の嗜好を整理する。このアンケート調
査によると、塩サケに関しては、（1）味や栄養と
いった本来的な機能、いわゆる「ウォント」が購
買意欲により大きく結びついており、（2）すぐに
食べられるという簡便性や保存性、（3）放射性物
質への懸念、（4）復興への貢献などの要素が購買
行動に結びつきやすく、特に、復興への貢献は放
射性物質への懸念を上回るプラスの効果があった
とされている。また、このアンケート調査による
と、北海道産のサケはノルウェー産より支払い意
思額が高く、宮城産やチリ産は支払い意思額がこ
れらより低かったことが分かった。魚種によって
結果が異なる可能性があるが、この結果は、水産
物においては味や栄養といった本来的機能が最も
重要であり、そのような本来的機能が三陸沿岸の
産地としてのイメージ（ブランド）と結合するこ
との必要性を示唆すると考えられる。また、この
アンケートが実施されたのは 2012 年 8 月である
ため、2 年以上が経過した現在は傾向が変化して
いる可能性はあるが、もし「復興への貢献」に関
するプラスの効果があまり変化していないのであ
れば、それを積極的に訴えることが望ましい可能
性もある。
　上記の結果は、マーケティングによるブランド
構築の必要性を示唆しているように思われる。ま
た、消費者の嗜好を考慮するためには、ほかにも
国内外の他産地と比較した競争上の優位性の確立
や販路開拓なども重要だと考えられるが、これら
の要素は戦略的リスクの側面が強いため、第 4 節
で改めて検討を加える。

3.3.　水産資源・漁場の状態の変化
　東日本大震災に伴う津波によってがれきが流入
しことなどにより、三陸沿岸の漁場は大きく影響
を受けた。水産庁 （2014）によると、漁業活動に
支障があるとしてがれき撤去の要望が出ている岩
手県内の定置漁場、養殖漁場のうち、2014 年 10
月段階で、それぞれ 99％、97％の撤去作業が終
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了したとされている。また、河北新報 （2014b）
で述べられているように、宮城県・福島県を中心
に、今後も海中のがれきの回収が必要な地域は少
なくないものの、全体としてはかなり復旧・回復
が進んでいることがうかがわれる。
　一方、水産資源・漁場は様々な要因の影響を受
けるため、震災が水産資源・漁場に与える影響だ
けを抽出することは簡単ではない。たとえば、濱
田 （2013）は、津波によって海底の堆積物が拡散
されることによって漁場の状態はむしろ良くなる
と述べているし、宮田ほか （2014）では、魚種に
よっては震災の直接的な影響よりも気候など環境
変化の影響がより大きいと考えられる例が紹介さ
れている。また、後者では、震災により漁を休ま
ざるを得なくなったことで水産資源が回復し漁獲
量が安定したと考えられる例や、震災後に経営体
が減少したことで過密養殖が緩和され、結果的に
生育環境が良くなったと思われる例も紹介されて
いる。したがって、水産資源や漁場の状態を正確
に把握するためには、震災以外の環境変化や資源
管理の視点を含めた科学的・客観的な評価を行う
必要がある。なお、産業構造や政策などが水産資
源管理に与える戦略的リスクに関しては第 4 節で
議論する。

3.4.　技術革新
　技術革新（イノベーション）は大きく分けてプ
ロセスイノベーション（製造方法や工程の改良）
とプロダクトイノベーション（画期的な新製品の
開発・導入）に分けられる。
　前者に関しては、従来から、三陸沿岸の養殖業
における生産技術は労働集約的であり、ホタテガ
イやカキを剥く作業、水揚げの多いワカメの芯抜
き作業もほとんどが手作業であることが知られて
いる（宮田ほか , 2014）。ワカメの芯抜き作業に
ついては機械化も検討されたが、実用化には至っ
ていない。特に、岩手県ではワカメの生産量が多
いため、技術革新により生産性が上昇すれば漁業
者の収入も大きく上昇することが期待される。ま
た、コンブ種苗生産マニュアルやウニの保存技術

の整備・開発など、成功すれば生産性上昇が見込
まれる技術もある。また、流通段階でも、電子商
取引による効率化やトレーサビリティの実現など
生産性上昇につながる技術の研究が進められてい
る。
　また、生産性を上昇させるためには、そもそも
生産性を測る指標が必要であるが、地域によって
生産条件が大きく異なることや生産に関するデー
タの多くが公開されていなかったことなどから、
従来は漁業に関してそのような指標が整備されて
いるとは言いがたかった。一方、高嶋・新田・小
井田 （2014）では水産庁の事業である「がんばる
養殖業」への申請データに基づき、DEA（包絡
線分析）という手法を用いて漁協単位の養殖業の
生産性の指標を提供している。ほかにも同様の方
法を用いることで生産性を定量化できる場合があ
ると考えられるため、今後も、生産性をできる限
り客観的な指標を用いて把握しながら上記の技術
革新の効果を把握することが望まれる。
　一方、後者、すなわちプロダクトイノベーショ
ンに関しては、消費者ニーズをふまえた水産資源
の品質向上や新たな水産資源の発見が挙げられ
る。これらを実現するためには、マーケティング
を行い、生産者と消費者の間にあるとされている
情報の非対称性（情報のギャップ）を解消するこ
とが望ましい。この点については第 4 節で議論す
る。

3.5.　漁村地域の衰退リスク
　農林水産省 （2012）によると、1961 年から
2012 年の 50 年間で個人による漁業経営体数は約
1/3 に、個人経営体に含まれる世帯員数は約 1/6
に減少している。また、三陸沿岸においても東日
本大震災から人口減少・高齢化の影響が指摘され
ており、上述したように震災後にやはり漁業従事
者の数が大きく減少している。漁業従事者の減少
は海上労働の担い手の減少だけでなく、陸上労働
や漁場整備の担い手の減少につながり、地域コ
ミュニティの機能を不全にするという指摘もある

（濱田 , 2014）。
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　このような人口・漁業従事者減少は複合的な理
由によるものであるため、単純な解決策はないと
考えられるが、改善策として漁業や水産加工など
関連産業の従事者の所得を向上させることが挙げ
られる。これらについては他の節で議論すること
とする。

4.　水産業クラスター再生に関する戦略的リ
スク

4.1.　マーケティング
　三陸沿岸の水産業のマーケティングに関して
は、従来から生産者と（特に都市部の）消費者と
の間に情報の非対称性が存在していたことが指摘
されている（宮田ほか , 2014）。また、このよう
な情報の非対称性は双方向であることが特徴であ
る。つまり、生産者の評価が高い（あるいは生産
者が生産したいと思う）財を消費者があまり高
く評価しないこともあれば、逆に、生産者の評価
が低い財を消費者がかなり高く評価することもあ
る。このような情報の非対称性が存在すると、相
対的に市場における生産者の交渉力が弱まり、消
費者の嗜好を把握している販売者の交渉力がより
強まることになる。逆に言うと、生産者がマーケ
ティングを行う、あるいはマーケティング活動に
関わることにより生産物の付加価値が高まり、交
渉力を高める余地は十分にあると考えられる。
　一方で、一時的なブームによりある水産物の需
要が高まっても、ブームが去ったり、安定供給が
できなかったりしたために再び需要が落ち込め
ば、生産設備への投資が無駄になってしまう。し
たがって、このようなマーケティングを成功させ
るためには、需要・供給をともに長期的に安定
させることが重要である。需要面では、消費者の
動向を正確かつ継続的に把握することが必要であ
り、供給面では、資源管理や安定した供給・流通
を実現できる物理的・人的な体制が必要であると
考えられる。これらの条件が整えば、生産地の近
くで高次加工を行い、より高い付加価値を創造す
ることも可能となる。
　また、生産者だけでこのようなマーケティング

を行うことは簡単ではない。したがって、長期的
関係を結ぶことができる流通・販売に関わるパー
トナーを見つけることも重要である。宮田ほか 
（2014）で紹介されている取り組みでは、居酒屋
チェーンを傘下に持つ企業と岩手県広田半島の
生産者が直接取引をすることにより、生産者側に
は市場で流通させるより高く、あるいは通常は市
場で流通しない水産物も買い取ってもらえるとい
うメリットが、企業側には新鮮で品質の高い水産
物を安く仕入れられるというメリットが生じてい
る。このように、工夫次第では生産者と最終消費
者に販売する企業の双方にメリットがあるような
取引を行うことが可能である。このようなパート
ナーが見つからない場合には、公的機関がパート
ナーを斡旋したり、マーケティング活動を支援し
たりする政策も考えられるが、マーケティング
を成功させるためには、マーケティングを行う主
体が生産現場の状況と消費者の嗜好の双方を十分
に理解する必要がある。したがって、情報の非対
称性を緩和するという視点からは、なるべく情報
を持っている当事者が主体となって取り組みを進
め、公的機関はそれを支援する形の方が望ましい
と考えられる。
　さらに、事例は少ないとは言え、生産者が直接
消費者と取引をしようという試みも行われてい
る。たとえば、気仙沼唐桑では漁業関係者が国際
協力 NGO の協力を得ながら有限責任事業組合を
設立し、気仙沼や陸前高田の漁師から水産物を買
い取って仙台圏や首都圏に直接販売を行ってい
る。このような場合は、消費者の声が直接生産者
に届くというメリットがあるため、それを生産物
の品質向上に生かしていくことが重要である。

4.2.　他産地との競争
　本節では、国内外の他産地との競争を東日本大
震災で失われた市場の回復と他産地に対する優位
性の確立の 2 つに分けて検討する。
　まず、前者については、震災によって三陸沿岸
からの水産物の供給が休止していたことで、他産
地産の水産物に置き換わったまま元の状態に戻ら
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ないことの影響が大きい。たとえば、従来は三
陸産のカキは生食用の需要が大きく、加熱用が中
心の瀬戸内海産と差別化されていると言われてい
たが、震災後に大きく生産が落ち込んだ後、生産
量は 4 割程度までしか回復せず、価格も約 3 割減
と低迷している（河北新報 , 2014a）。このような
背景には、震災後に供給に空白が生じたことで、
スーパーや外食など安定した大口の需要者が他産
地の生産者と供給契約を結ぶ際に、その産地で水
産加工施設などを新たに建設する必要が生じたた
め、長期契約を結ばざるを得なかったことがある
と考えられる（宮田ほか , 2014）。また、病院や
学校給食、ホテルの朝食、コンビニエンスストア
のプライベートブランドなど加工用の水産物は低
価格と利便性が重視されるため、従来から進んで
いた中国産への切り替えが一層進んだという指摘
もある。このように、他産地産に置き換わった市
場をどのように取り戻すか、あるいは新たな販路
をどのように開拓すれば良いのかは大きな課題で
ある。
　一方、後者については、たとえば、三陸産のカ
キの方が瀬戸内海産より味の癖が少ないことか
ら、外食産業を中心に三陸産のカキを需要する声
があるという（宮田ほか , 2014）。同様に、三陸
の豊かな自然環境を生かすことで、より高品質
な、あるいはより消費者のニーズに合った水産物
を生産することができれば、他産地に対する優位
性を確立できる余地は少なくないと考えられる。

4.3.　販路開拓の可能性
　前節で述べたように、震災後に失われた市場を
取り戻すためには新たな販路を開拓することが望
ましい。しかし、これに加えて、販路開拓には次
の 2 つの効果がある。第一に、新たな販路を開拓
することにより生産者の交渉力が増加する可能性
がある。水産業において消費者に近い大口の販売
者は交渉力が生産者より大きいことは上述した
が、これは、経済学で買い手独占と呼ばれる場合
に該当し、後者が比較的小規模で競争的であるの
に対して、前者は比較的大規模で大きな市場支配

力を持っており、生産者が相対的に不利になって
いる状態であると考えられる。しかし、販路開拓
により生産者が複数の流通ルートを確保すれば、
一つのルートによる取引が不調に終わった場合も
それ以外のルートが利用可能であるため、交渉上
より有利な立場になると考えられる。第二に、販
路開拓はリスク分散の意味からも望ましい。複数
の流通ルートを確保していれば、大口の取引先と
の関係がもし何らかの理由で解消されたとしても
その影響を軽減することが可能である。
　なお、ホタテガイなど、震災前は輸出先として
国外の消費地が挙げられていたものもある。した
がって、有望な市場があれば国内に限らず開拓し
ていくことが望ましいと考えられる。

4.4.　産業構造の変化
　震災により、岩手県や宮城県における水産業の
生産者数は大きく減少した。数年以内に漁業者数
が半減するという声もある（宮田ほか , 2014）。
逆に、現在の生産量を維持しながら漁業者数だけ
が半減すると、生産者の経営規模が拡大し、産業
構造や生産技術が大きく変化する可能性がある。
　経済学的に考えると、生産者の経営規模拡大は
以下のような正の効果を持つと考えられる。第一
に、経営規模が大きくなるほど生産者の市場支配
力あるいは価格交渉力が上昇し、生産者の利益は
増加する。第二に、経営規模が大きくなるほど、
より収益性が高い部門に重点的に資源を配分する
などの規模の経済が生じやすくなるため、生産の
効率性が上昇する（ただし、漁場がリアス式海岸
などの地形に制約される場合は規模の経済が生じ
にくい可能性がある）。第三に、経営規模が大き
くなるほど、市場取引が企業内取引に置き換えら
れるため、取引相手を見つけたり取引を実行した
りする費用（取引費用）が低下する。
　一方、経営規模拡大には以下のような負の効果
もある。第一に、市場が競争的でなくなるため、
生産者の利益は増加しても、社会全体の利益（社
会的余剰）は減少する可能性がある（市場の失
敗）。第二に、生産現場は生産に関してより詳細
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な情報を持っている一方で、経営者が情報を持っ
ていない場合（たとえば、資源維持を可能にする
ための漁獲量の水準を生産現場は知っている一方
で経営者は知らない場合）、乱獲などの非効率性
が発生する可能性がある。第三に、このように経
営者と生産現場の目的が乖離し、生産現場の行動
に関する情報の非対称性が存在する場合、生産現
場が経営者の意向とは異なる行動をとるモラル・
ハザードの問題が発生する可能性がある。第四
に、生産者全体では十分な利益を得ていても、生
産者内部の利益分配のしかたによっては、構成員
個々の利益に格差を生じたり、モチベーションが
低下したりして、長期に渡って生産者が存続する
ことが難しい可能性もある。たとえば、生産者組
織の内部で生産性が高い構成員とそうでない構成
員が同じ収入しか得られないのであれば、前者は
生産者組織から離脱して個別に操業を行うインセ
ンティブがある。第四に、廃業あるいは縮小する
生産者と拡大する生産者が併存する場合、所得格
差が拡大する可能性がある。
　特に、震災からの水産業復興に関しては協業に
よる生産性上昇が提案されることが多いが、経営
規模拡大の負の効果は協業の困難さにつながる可
能性があるため十分に考慮する必要がある。一
方、このような負の効果の多くについては情報の
経済学あるいは組織の経済学における膨大な研究
蓄積があるため、このような知見を活用すること
により軽減する余地は十分にあると考えられる。
これらについては次節で改めて議論する。
　また、水産業の特徴として、資源（魚介類）が
移動可能であり、漁業権を保持している主体であ
れば誰でも利用可能かつ枯渇可能なコモンズ（共
有財）としての側面があるため、産業構造の変化
が資源管理に与える影響にも留意が必要である。
たとえば、一つの地域で多数の小規模な生産者が
操業を行っている場合は、漁業組合（漁協）ある
いはそれに準じる生産者組織が中心となって資源
管理を行うことが、少数の大規模な生産者が操業
を行っている場合は生産者自体が資源管理を行う
ことが適切であろう。いずれの場合も、政府は各

経済主体に適正な資源管理を行うインセンティブ
を与えることが望ましい。一般に、コモンズにお
いて自治組織が十分な監視・利害調整能力がある
場合は、介入を控えた方が資源管理の効率性が高
まる可能性もある（Ostrom, 1990）が、そうでな
い場合は資源管理ルールを設定・遵守させるなど
適切な介入を行う必要があると考えられる。
　また、個々の生産者だけではなく、漁協や漁
港、市場など、生産・流通に関わる施設・組織の
規模も産業構造に影響を与える可能性がある。こ
の場合も上記と同様に、大規模の方が規模の経済
性による効率性向上をもたらす一方で、小規模の
方が情報の非対称性や利益分配の偏りが生じにく
いと考えられる。

4.5.　地域内外の協力関係
　水産業の生産性を向上し、資源管理を適切に行
うためには、地域内外の協力体制を構築する必要
がある。たとえば、三陸沿岸において水産業の生
産性上昇のための支援を行っている立場から、地
域のまとまりや将来に対する見通しによって支援
のやりやすさが異なるという指摘もある（宮田ほ
か , 2014）。
　このような傾向を理解する上で、経済発展にお
いて信頼が重要な役割を果たすという組織の経済
学や開発経済学の知見が有益であると考えられ
る。このような分析の一例として Kreps （1990）
の信頼ゲームを説明する。まず、ある地域の借主
が同じ地域の貸主からの資金援助を受けて生産を
行うと仮定する。貸主が貸付を行った後、借主が
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予告された期限までに返済を行うと貸主・借主と
もに利益を得る（それぞれ 3 の利得）。また、貸
主が貸付を行ったのにも関わらず借主が期限まで
に返済を行わないと、貸主には損失が生じる一
方、借主の利益はより大きい（貸主は -3、借主は
6 の利得）。最後に、貸主が貸付を行わなければ、
借主は利益を得ることができない（貸主は 2、借
主は 0 の利得）。図 2 はこのような状況を表して
いる。
　もしこのような状況が一度だけ生じ、各経済主
体が利己的である、すなわち自己利益を最大化し
ようとしているのであれば、借主は貸付が行われ
ても返済せず、貸主は貸付を行わない。つまり、
いったん貸付が行われてしまえば、借主にとって
返済を行わない方（利得 6）が行う（利得 3）よ
り利益が大きいため返済を行わず、それを予想し
た貸主は貸付を行わないため貸主・借主の利得は
それぞれ 2, 0 となる。これは、貸付・返済がとも
に行われる場合（貸主・借主の利得はそれぞれ 3, 
3）より双方にとって望ましくない結果になって
いる。
　同様の状況は三陸沿岸における水産業復興過程
でも指摘されている。たとえば、田村 （2013）は
漁業者が他の漁業者と収入を争い、一緒に作業を
行ったり自分の知識や技術を他人に教えたりする
ことが少ない地域があることを報告しているが、
上記のモデルにもとづくと、これは「自分の知識
や技術を他の経済主体に伝達する」という投資を
行っても将来の見返りがないと予想して投資を行
わない状況だと考えられる。また、水産業復興の
ように将来のリスクが大きい場合は、協調的行
動を選ぶことの利益が小さくなるため、より協調
的行動が生じにくくなる可能性もある（Wydick, 
2008）。
　このような問題を解決するための方法は次の 2
つである。第一に、各経済主体が利己的に振舞う
ことを止め、他者の利益を考慮に入れて行動する
よう価値観自体を変えるというものが考えられ
る。上記の例では、借主は自分が返済をしないこ
とで貸主に -3 の損害を与えることを十分に認識

し、自己利益を追求するかわりに貸主のために返
済を行い、それを予想した貸主も貸付を行うとす
ると、各経済主体は両者にとってより望ましい結
果、すなわち上記の例では貸主・借主ともに 3 の
利得を得ることになると考えられる。しかし、経
済主体の価値観を変えることが容易でなかったり
倫理的な問題を生じたりする場合はこのような解
決法を用いることは難しい。第二に、各経済主体
は利己的であったとしても、協調的な行動をとる
ことが長期的なメリットを生む場合は協力関係を
築くことができると考えられる。信頼ゲームの例
では、借主が一度だけではなく毎年貸付を受ける
必要があるならば、今年返済をしないことで来年
以降貸付を受けられなくなるよりは、期限を守っ
て返済を行う方が借主にとって得になる可能性が
ある。このような場合は各経済主体が長期的視点
を持つことで協調関係は促進される。ただし、こ
の結果は他者の行動に関する期待に大きく依存し
ていることが知られており、たとえば、貸主と借
主がお互いに他人のことを信頼できないと思って
いると、たとえ各経済主体が長期的視点を持って
いても協調関係が築けない可能性もある。このよ
うな場合は、その期待を変えることが最初のハー
ドルとなる。
　また、第 4.4 節で述べたように、漁協や複数の
生産者が設立した組織を主体として協業を行うた
めには、各生産者・構成員のインセンティブを考
慮しながら適切に利益分配を行う必要がある。協
業においては必ずしも各生産者・構成員の貢献が
明確ではない場合も多いと考えられるが、それら
は可能な限り明確化する必要があり、貢献度を収
入に反映させた所得分配ルールが設定されること
が望ましい。
　さらに、上述したように、このような協調関係
は資源管理においても決定的に重要である。市場
化が進展し、地域における利害関係者が増加する
につれて、このような協調関係を築くことは難し
くなり、政府による資源管理ルールの設定が必要
になる場合もあると考えられるが、協調関係に基
づく自治が機能している場合はそれを有効に活用
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することが望ましい。

4.6.　政策リスク
　岩手県では、復興基本計画に「『なりわい』の
再生」をかかげ、漁業協同組合を核とした漁業、
養殖業の構築を目標として、漁船・生産設備・産
地魚市場の復旧・整備、水産庁の「がんばる養殖
業」事業などを通じた担い手の確保・育成、販路
拡大支援策などを実施している。一方、宮城県
では震災前から漁協の再編・大規模化を進めてお
り、震災直後に株式会社の水産業への参入を認め
る水産業復興特区を申請するなど独自の取り組み
を行っている。これらの政策の違いが産業構造に
与える影響については第 4.4 節で述べたが、これ
が長期においてどのような変化をもたらすかにつ
いては注意深く見守る必要がある。
　一方、国の資源管理政策に関して、現在のい
わゆるオリンピック方式を個別漁獲枠割り当て
（IQ）方式に変更することを求める声もある（勝
川 , 2012）。既に IQ 方式が導入されているノル
ウェーなどの国では資源管理の効率性が向上して
おり、日本でも同様の効果が生じる可能性もある
が、水産資源の多様性が大きく、漁業への依存度
が高い我が国においては、IQ 方式導入の影響や
政策実行コストが大きいと考えられるため、これ
らについては十分に留意する必要がある。また、
第 4.4 ～ 4.5 節で議論したように、水産資源に関
する情報を持っている自治組織が十分に機能して
いるのであれば、それを生かすことが望ましい
が、そうでなければ資源管理政策の強化など政府
による一定の介入を行うことが望ましい可能性も
ある。

5.　シナリオ・プランニングによるリスク分析
　本節では、前節までの議論をふまえ、シナリオ・
プランニングを用いて三陸沿岸の水産業の将来像
を議論する。

5.1.　シナリオ・プランニングの概要
　シナリオ・プランニングはロイヤル・ダッチ・

シェルで開発された手法で、ハイデン （1998）に
より一般に紹介された。シナリオ・プランニング
を実践するための方法論に関しては角和 （2005a, 
2005b, 2005c, 2005d, 2006）が詳しい。この手法
の特徴は、複数の不確実な将来を「シナリオ」と
して描くことで経営あるいは公共政策に関わる意
思決定を支援することにある。具体的には、将来
を決定付けるリスク要因を 2 つ抽出し、それを軸
として 2 × 2=4 通りの将来像（シナリオ）を考え、
そのそれぞれの特徴および対処法を述べる形で進
められることが多い。
　シナリオ・プランニングは大きく分けて規範的

（normative）アプローチと探索的（exploratory）
アプローチに分けられる（角和 , 2005c）。前者は、
リスク要因がどのように変化すれば「最も理想的」
な結果になるかを明示し、その結果に近づくため
の手段を明らかにすることが目的であるのに対し
て、後者は将来のリスクに対する漠然とした不安
や懸念を整理することが目的である。さらに、探
索的アプローチは帰納的アプローチと演繹的アプ
ローチに分けられる。前者はできるだけ多くの情
報の中から将来像を描き出すことを目的としてい
るのに対し、後者は得た情報の中から重要な論点
を抽出し、そこから生じ得る将来像を論理的に導
き出すことが目的である。本稿では経済学の知見
を生かし、特徴的な複数の将来像を描き出し、そ
れらに関する対処法を議論することを目的とする
ため、探索的かつ演繹的アプローチを採用する。
　また、シナリオ・プランニングにおいて、シナ
リオを作成することと、そのシナリオを用いて将
来への対処法を考慮することは本来不可分であ
る（角和 , 2005b）。したがって、利害関係者がシ
ナリオ作成に直接関わり、対処法を実行する際
にも重要な役割を果たすことはシナリオ・プラン
ニングにおける本質的なプロセスであるとされ
ている。このような視点からは、水産業関係者な
ど利害関係者を交えたワークショップやディス
カッションを通じてシナリオを作成することが
望ましい。一方で、シナリオ・プランニングを
実施する過程で利害関係者を交えると、シナリ
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オ・プランニングが本来持っていた先鋭的な未来
像を失う可能性があることも指摘されている（角
和 , 2005b）。したがって、本稿では、利害関係者
を交えたシナリオ作成が困難であり、各将来像を
できるだけ明確にすることが重要であることをふ
まえ、文献・聞き取り調査などから得られた情報
を元に筆者が考察を加える形でシナリオを作成す
る。

5.2.　水産業クラスター再生のためのシナリオ・
プランニング

　本節では三陸沿岸における水産業クラスター再
生のためのシナリオ・プランニングを行う。その
際、前節までに議論した水産業クラスター再生に
関わるリスク要因のうち、特に重要なものとして

（1）産業構造（生産者規模の大小）および（2）
生産者相互の関係（競争的・協調的）を抽出する

（図 3）。
　この 2 つを選定した理由は以下のようなもので
ある。まず、第 3 節で述べた生産設備の復旧、消
費者動向、水産資源・漁場の状態の変化、技術革
新、漁村地域の衰退リスクなどの外部要因リスク
は生産者や政府が直接的にコントロールすること
が困難であるか、あるいは第 4 節で挙げた戦略的
リスクの結果として実現するものが多いと考えら
れる。一方、第 4.4 節で議論したように、産業構

造の変化は情報の非対称性によるガバナンスの問
題や所得配分、資源管理に大きな影響を与える。
また、第 4.5 節で議論したように、地域内外の協
調・競争関係は地域全体の利益や資源管理に大き
な影響を与える。さらに、マーケティング、他産
地との競争、販路開拓、政策リスクなど他の戦
略的リスクは産業構造の変化および地域内外の協
調・競争関係と関係が深く、産業構造と生産者相
互の 2 点に着目して分析を行うことにより三陸沿
岸の水産業の将来像の全容をより明確に描くこと
ができると考えられる。
　なお、上述したように、本稿では探索的アプ
ローチを採用しているため、4 つのシナリオの価
値判断は行わない。つまり、どのようなシナリオ
が実現することが望ましいかについては本稿の議
論の対象とはせず、まず本節で各シナリオが実現
した場合にどのような状況が生じるか述べ、次節
でそのとき望ましいと考えられる政策は何かを述
べるに留める。また、水産業は第 1 次産業として
の漁業・養殖業、第 2 次産業としての水産加工業、
第 3 次産業としての水産物販売業などが含まれる
が、論点を明確するために、最初はこのような区
別は行わず水産業として全体を扱い、これらの区
別については後述することとする。
　以下に作成した 4 つのシナリオの内容を説明す
る。

Ⅰ .　「水産業の産業化」シナリオ
　これは、生産者が大規模かつ競争的な場合に対
応する。つまり、市場の大部分が地域内外の水産
業関係者が主体となって設立された比較的少数の
大規模な生産者で占められ、それらが競争を行う
状況である。このシナリオには以下のような特徴
があると考えられる。
・公平性より利益を重視する。
・意思決定が早い。
・規模の経済を活用できるが、漁場など物理的な

規模の経済に関しては地理的条件に制約され
る。

・市場の失敗（余剰損失）が生じる可能性がある。
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・組織内外で所得配分に差が生じる可能性があ
る。

・長期的利益を考慮する場合は適切な資源管理を
行うインセンティブがあるが、短期的利益のみ
を考慮する場合は資源を枯渇させる可能性があ
る。

・生産現場との情報の非対称性が生じる可能性が
あるが、適切な組織を設計すれば情報の非対称
性の影響を軽減することができる。

Ⅱ .　「民主的大組織」シナリオ
　これは、生産者が大規模かつ協調的な場合に対
応する。つまり、合併によって生じた大規模漁協
やそれに類する生産者が加入者全体の利益を調整
しながら経営を行う状況である。このシナリオに
は以下のような特徴があると考えられる。
・利益より公平性を重視する。
・合意形成を重視するため、意思決定が遅い場合

もある。また、集団的意思決定を行うため、責
任の所在が不明確になる可能性がある。

・生産者内部の利害調整が適切に行われれば規模
の経済を活用できる。

・組織内の所得配分の差は小さい。
・生産者内外の利害関係の調整が迅速に行われれ

ば適切な資源管理を行うことができる。
・生産現場と経営者の間の情報の非対称性が解消

されるかどうかは組織設計や利害調整のしかた
に依存する。

Ⅲ .　「コモンズの悲劇」シナリオ
　これは、生産者が小規模かつ競争的な場合に対
応する。つまり、家族など小さい単位からなる多
数の生産者が自己利益を最大にすることを目的と
して互いに競い合う状況である。このシナリオに
は以下のような特徴があると考えられる。
・各生産者は自己の利益を重視する。
・個々の生産者の意思決定は早い。
・規模の経済を活用できない。
・競争的であるため、社会的利益は短期的には最

大化されているが、適切な資源管理を行うこと

が難しいため、長期的には資源が枯渇してしま
う可能性がある。

・市場から退出する生産者もある。参入が生じる
かどうかは規制に依存する。

・生産現場と経営者が同じ（あるいは近い）ため
情報の非対称性が生じにくい。

Ⅳ .　「なりわいの集合体」シナリオ
　これは、生産者が小規模かつ協調的な場合に対
応する。つまり、家族など小さい単位からなる多
数の生産者が公平性に配慮しながら全体の利益を
高めようとする状況である。このシナリオには以
下のような特徴があると考えられる。
・各生産者は自己の利益だけではなく、ほかの生

産者との公平性も重視する。
・生産者内の意思決定は早いが、ほかの生産者の

利害に関わる内容については合意形成が必要と
なり、意思決定に時間がかかる可能性もある。

・提携を行うなどの手段を講じない限り、規模の
経済を活用することが難しい。

・利害関係の調整が迅速に行われれば適切な資源
管理を行うことができる。

・市場から退出する生産者の数は、産業全体の利
益の大きさに依存する。

・生産現場と経営者が同じ（あるいは近い）ため
情報の非対称性が生じにくい。

　以下では、上述したシナリオをいくつかの論点
から整理する。
　まず、各シナリオを情報の非対称性、市場の効
率性、公平性、資源管理の側面から整理する。第
一に、生産現場と経営者の間の情報の非対称性に
関しては、両者が同じあるいは距離が近い小規模
シナリオ（Ⅲ ･ Ⅳ）に優位性がある。一方、大規
模シナリオ（Ⅰ・Ⅱ）では情報の非対称性が看過
できないため、生産現場の持っている情報が経営
者に十分に伝わるような組織を設計することが望
ましい。具体的には、生産現場に関する情報をよ
り豊富に持っている構成員により大きな報酬を与
えるなどの方法が考えられる。
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　第二に、市場の効率性をある一時点と長期間に
分けて議論する。特定の一時点においては、大規
模シナリオ（Ⅰ・Ⅱ）では一般に余剰損失による
市場の失敗が生じる一方で規模の経済を活用でき
る可能性がある。また、小規模シナリオ（Ⅲ ･ Ⅳ）
では市場の失敗が生じにくい一方で規模の経済を
活用しにくいと考えられる。さらに、競争的シナ
リオ（I・Ⅲ）では競争によって市場の効率性が
高まる可能性がある。特に「コモンズの悲劇」シ
ナリオ（Ⅲ）では多数の生産者が激しい競争を繰
り広げるため一時点における余剰最大化の意味で
の効率性は高まるが、生産者の市場からの退出が
増加する可能性があり、参入が起こらなければ産
業の集約化（「水産業の産業化」シナリオへの移
行）あるいは衰退が進む可能性がある。一方、協
調的シナリオ（Ⅱ ･ Ⅳ）では余剰最大化の意味で
の効率性は高いとは言えないが、生産者内あるい
は生産者外部との関係が良好であれば取引費用の
低下によって効率性が高まる可能性もある。長期
間の効率性に関しては技術革新が促進される競争
的シナリオの方が有利だと考えられ、特に、生産
者が大規模な「水産業の産業化」シナリオでは、
長期的な視点に立つことで技術革新投資が促進さ
れる可能性がある。なお、資源管理に関する効率
性に関しては後述する。
　第三に、生産者内の公平性に関しては、公平
性をより重視する協調的シナリオ（Ⅱ ･ Ⅳ）が競
争的シナリオ（Ⅰ・Ⅲ）より有利であり、生産者
内の所得配分の問題が生じにくい小規模シナリオ
（Ⅲ ･ Ⅳ）の方が大規模シナリオ（Ⅰ・Ⅱ）より有
利だと考えられる。ただし、このような議論には、
生産者自体が存続可能であることが暗黙に仮定さ
れており、生産者自体が経営不振となり市場から
退出せざるを得ない状況が生じた場合は配分すべ
き収入が発生しない可能性もある。
　第四に、資源管理の側面からは「コモンズの悲
劇」シナリオ（Ⅲ）は競争圧力により乱獲が生じ、
水産資源を枯渇させてしまう恐れが最も高い。こ
の場合は、政府の介入により適切な資源管理を行
うことが望ましい。また「水産業の産業化」シナ

リオ（I）でも同様の問題を生じるが、生産者が
長期的利益を十分に考慮に入れて意思決定を行う
のであれば、乱獲によって資源を枯渇させてしま
うことは生産者自身の利益にならないため、自ら
適切な資源管理を行うインセンティブを持つ可能
性もある。協調的シナリオ（Ⅱ ･ Ⅳ）では長期的
視野に立った資源管理を比較的行いやすいと考え
られるが、そのような議論が成立するためには、
生産者内外の利害調整を行う公式な（漁獲量規制
など）あるいは非公式な（漁協などの組織、拘束
力のある申し合わせなど）制度が存在する必要が
ある。

5.3.　シナリオ・プランニング分析の政策的含意
　本節ではシナリオごとの政策的含意を述べる。
　第一に、「水産業の産業化」シナリオが実現し
た場合、すでに集約化が進んで生産者の規模が拡
大していることから、規模の経済が活用でき、生
産者が長期的な利益を考慮しつつ資源管理を適切
に行う環境を整備することが社会的に望ましい。
前者については、国や県などが主体となり、公平
性や地理的条件にも留意しつつ生産設備のさらな
る集約化・効率化を促進することも選択肢の一つ
であろう。また、後者に関しては、地域の漁業者
など長期的な視野に立って操業を行うと考えられ
る生産者のみに参入を制限したり、一度参入した
ら一定期間は操業を続けるよう義務付けたりする
ことが望ましい可能性がある。社会全体の資源配
分を最適に行うためには、このような規制は国な
ど大きい単位で実施されることが望ましい。しか
し、このような規制は市場の失敗を拡大する可能
性もあり、効率性とのバランスには留意する必要
がある。
　第二に、「民主的な大組織」シナリオでは、家
族あるいは浜単位の小規模な生産者の階層と、そ
れらを束ねて大規模に意思決定を行う生産者（大
規模漁協やそれに準じる組織）の階層を区別して
議論を進める必要がある。このような場合、後者
は前者における人的・物的資源の配置の支援（た
とえば、人手が足りない小規模生産者にほかの小
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規模生産者から人的資源を一時的に融通する、共
同利用施設の利用を促進するなど）などを通じて
規模の経済を活用することが望ましい。また、小
規模な生産者は大規模な意思決定主体が入手困難
な漁場や地域に関する情報を持っているため、後
者は前者に意思決定の一部を委ね、現場に関する
情報を有効に活用することも必要である。これら
が有効に機能している限り、国や県レベルの政策
としては、共同利用施設の建設・効率化の支援、
漁業技術向上の支援、漁港・漁場整備などの側面
的な支援が中心になると考えられる。また、資源
管理などに関して（大規模あるいは小規模レベル
の）生産者が十分な調整能力・意思決定能力を持っ
ている場合は政府の介入は必要ないが、そうでな
い場合は漁獲量規制などの介入が必要となる可能
性もある。
　第三に、「コモンズの悲劇」シナリオでは、小
規模な生産者が激しい漁獲量競争をすることで資
源枯渇が生じることが懸念される。したがって、
産業全体でこのようなシナリオが実現した場合は
国レベルで、一部の地域でこのようなシナリオが
実現した場合は県または県漁連などのレベルで、
漁獲量制限など資源管理のための公式なルールを
導入することが望ましい（同様の規制を行った例
として、秋田県漁連が中心となって行ったハタハ
タの禁漁がある）。また、県や県漁連はほかの場
面においても生産者間の紛争解決・利害調整機能
を果たすことが期待される。一方、個々の生産者
は操業を継続するために新しい漁業技術の導入等
を通じて生産性を向上させることが望ましいが、
生産者レベルでの個人合理性が社会全体の合理性
と食い違う可能性もあるため、乱獲・過剰採取に
よって社会全体の損失を生じる可能性がある技術
は国あるいは県レベルで規制するべきである。な
お、このシナリオでは競争によって市場から退出
する生産者が現れ、結果的に所得格差が生じる可
能性があるが、これは漁業政策とは一定の区別を
行った上で国レベルにおいて十分に対処する必要
がある。
　第四に、「なりわいの集合体」シナリオでは、

多数の小規模生産者が互いに協調関係を保ちなが
ら操業を行う状況を想定している。このシナリオ
は、小規模生産者のレベルとそれらがまとまって
全体で協調的に行動するレベルの 2 階層が区別さ
れる点で第二の「民主的な大組織」シナリオと類
似しているが、後者のレベルには実質的な権限は
なく、個々の小規模生産者の合意の下であたかも
全体で意思決定を行っているように見えることに
は注意が必要である。このような状況では、地区
漁協や県漁連などの生産者組織は当事者の話し合
いによる利害調整を支援するとともに、共同利用
施設の管理・利用促進などを通じて生産性を向上
させる役割を果たすことが期待される。国や県レ
ベルの政策としては、生産者間の協調関係を支援
しつつ漁港や水産加工場など共同利用施設の整備
などを通じて産業全体の生産性を向上させるもの
が考えられる。また、資源管理のために、明文化
された公式な制度、あるいは地域内の生産者の申
し合わせのような非公式な制度が十分に機能して
いる場合は政府の介入は必要がないが、競争圧力
の上昇などで状況が変化した（たとえば「コモン
ズの悲劇」シナリオに移行した）場合は介入が必
要となる可能性もある。

5.4.　分析に関する補足 
　本節ではこれまでの議論に補足を加える。ま
ず、上記の分析では、水産業全体を一体のものと
して捉え、漁業・養殖業、水産加工業、水産物販
売業などの区別は行わなかった。これはいわゆる
水産業の 6 次産業化で想定されているように異業
種が一体となって（提携して）操業を行う場合に
は適切であるが、そうでない場合には業種ごとの
特徴に注意しながら議論を進める必要がある。
　第 4 節で述べたように、水産業では買い手独占
が生じ、消費者に近いスーパーマーケットなどの
大口販売者が比較的小規模な多数の第 1 次産業・
第 2 次産業従事者より強い価格支配力を持ってい
ると考えられるが、これまでの議論において生産
者を漁業・養殖業（あるいはそれに水産加工業を
加えたもの）におけるものだと読み替えれば基本
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的な結論は変わらない。しかし、販売者が大規模
である場合、第 1 次産業・第 2 次産業における産
地間の競争圧力が増すことで前節の協調的シナリ
オ（Ⅱ ･ Ⅳ）が実現しにくくなると考えられる。
また、買い手独占により市場が歪み、効率性を損
なう可能性もある。
　このような買い手独占を解消するためには以下
のような方法が考えられる。第一に、6 次産業化
で想定されているように第 1 次・第 2 次産業に従
事する生産者が販売も手がけたり、複数の販路
を確保したりすることで交渉力を向上させること
が挙げられる。第二に、マーケティングによって
消費者のニーズを捉え、付加価値を高めることで
価格競争力を向上させる方法が考えられる。ただ
し、これらを実行に移すためには、流通施設など
のハードやマーケティングのノウハウなどソフト
に関する十分な投資が必要となる。このような問
題を解決するためには、第三に、販売に関するノ
ウハウを持った経済主体との提携を結ぶという方
法も考えられる。たとえば、第 4.1 節で述べたよ
うに、小売店や飲食店を対等なパートナーとして
高品質な水産物を提供することができれば一般の
市場に提供するより高い収入を得られる可能性も
ある。
　次に、リスク分析を行う上では資産制約の影響
を考慮することが重要である。たとえば、100 の
資産を持つ経済主体は 1000 の利益と -10 の損害
が同確率で生じるリスクを許容できるが、5 しか
資産がない経済主体は、損害が生じたとき破産し
てしまうため、期待値の上では有利であったとし
てもこのようなリスクを許容することができな
い。水産業における生産者は小規模なものも多い
ため、同様の理由で漁業技術やマーケティング等
への投資に踏み切れない可能性もある。このよう
な資産制約の影響を軽減するためには保険などの
手段により損害発生時の負担を小さくする必要が
あると考えられる。一方、生産者が負担するリス
クが小さすぎる場合はモラル・ハザードが生じる
可能性もあるため、リスク負担とインセンティブ
のバランスを取ることも重要である。

　また、リスク要因は対象とする期間によって大
きく異なり、たとえば数年程度の短期、10 年程
度の中期、数十年程度の長期を区別して分析を行
うことが望ましい。たとえば、短期間に従前の状
態に復帰させる復旧に着目するか、その後の水産
業振興に着目するかによって望ましい対処法は大
きく異なる可能性があり、若年および高齢の生産
者、あるいは大規模および小規模の生産者など、
違う視点に立つ経済主体の見解に齟齬が生じる可
能性がある。特に、資源管理に関してはこのよう
な齟齬が生じやすいため留意が必要である。
　最後に、成功事例から学ぶことは様々なリスク
を軽減するために有効であることが知られてい
る（ハース・ハース , 2010; 角和 , 2005b）。水産
業は地域によって地理的・歴史的条件が大きく異
なるため、他地域の成功事例をただちに一般化す
ることは難しいが、たとえばマーケティング情報
や組織上の工夫を成功事例から学ぶことができれ
ばより効率的な投資を行うことができると考えら
れる。一方、水産業振興の成功事例では当事者の
コミットメントが重要であることも知られている

（宮田ほか , 2014; 勝川 , 2012）。したがって、こ
のような視点からは、成功事例に関する情報交換
を促進しつつ、資源に関する情報をより豊富に持
つ地域の経済主体の主体性を尊重することが最も
重要だと考えられる。

6.　おわりに
　本稿では、三陸沿岸における水産業クラスター
再生に関するリスク要因を分析し、シナリオ・プ
ランニングを用いて各シナリオにおける水産業の
将来像を描き、その政策的含意を説明した。東日
本大震災からの水産業の復興過程に関しては、市
場を活用する立場からも、地域で長年操業してき
た漁業者の自主性を重視する立場からも議論が続
けられているが、これらの議論は完全に対立する
ものではなく、どの側面をより重視するかの違い
であると理解することも可能である。このような
視点からは、シナリオ・プランニングを用いてこ
のような違いを統一的に議論できる共通の枠組み
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【注】

１）より実証的な研究によるこの枠組みの検証や個別事例
のより詳細な分析に関しては本稿の分析の対象外とし
た。これらについての議論はほかの機会に譲りたい。
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Risk Analysis in Revitalizing Fishing Industry Clusters 
on the Sanriku Coast

Nobuo Koida, Yuichi Takashima, Yoshinobu Nitta

Abstract　　　 This study analyzes risks that arise in revitalizing fishing industry clusters during 
the recovery from the Great East Japan Earthquake. We classify those risks into 
two categories: external risks, which economic agents cannot directly control, and 
strategic risks, which are induced by strategic interactions among economic agents. 
Our analysis suggests that industrial structures and relationships among producers 
are crucial to these risks. We also use the scenario planning method to pose four 
scenarios: the industrialization of fisheries, democratic organization, tragedy of the 
commons, and community of small businesses, and derive their policy implications.

Keywords　　 Sanriku coast, fishing industry clusters, risk, scenario planning




